
　
江
戸
時
代
の
海
外
貿
易
は
、
初
期
の
馬
主
貿
易
、

寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
か
ら
の
糸
割
符
制
、
明
暦

元
年
（
一
六
五
五
）
か
ら
相
対
貿
易
、
冤
文
十
三
（

延
宝
元
年
麺
ニ
ハ
七
三
）
か
ち
市
法
貨
物
商
法
、
貞

享
三
年
（
一
七
八
六
）
春
か
ら
夏
に
か
け
て
糸
割
符

復
活
、
同
館
秋
よ
り
定
高
制
へ
と
移
行
し
て
ゆ
く
。

　
糸
割
符
制
は

一
糸
割
符
伸
開
の
生
糸
独
占
に
よ
る
価
絡
高
騰
、
糸

　
割
符
仲
閥
の
資
力
で
は
購
入
出
来
ぬ
程
の
羅
内
の

　
生
糸
需
要
増
大

二
糸
割
符
商
人
が
幕
府
の
都
市
政
策
上
存
在
理
由
が

う
す
く
な
っ
た
こ
と
等
の
理
由
に
よ
り
廃
止
さ
れ
、

相
対
貿
易
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
一
定
量
の
品
物
を
臼

本
役
人
立
合
の
も
と
に
せ
り
、
最
高
値
の
も
の
が
落

札
す
る
の
で
あ
る
。

　
日
本
側
の
需
要
が
激
し
か
っ
た
た
め
、
前
に
も
ま

し
て
三
遍
は
高
く
な
り
、
貿
易
の
主
導
権
は
外
国
側

に
移
り
、
お
び
た
だ
し
い
金
銀
が
海
外
へ
流
出
し
、

高
価
格
の
せ
り
故
逸
物
入
手
毘
来
ず
に
破
産
す
る
も

の
も
あ
ら
わ
れ
た
。

　
こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
幕
府
（
長
崎
奉
行
）
は
五

ケ
所
よ
り
有
力
商
人
十
人
を
え
ら
ん
で
札
宿
老
と
し

た
。
彼
等
は
輪
入
価
格
を
一
方
的
に
比
較
的
安
く
決

定
し
、
長
崎
奉
行
の
許
可
を
得
た
上
で
外
園
鯛
に
通

告
、
従
が
わ
し
め
た
。

　
こ
れ
は
主
導
権
獲
得
、
金
銀
流
嵐
防
止
に
効
あ
っ

た
。
外
騨
山
側
に
は
大
打
撃
だ
つ
た
。
一
方
、
購
内

倉
入
は
五
ケ
所
に
区
別
け
さ
れ
、
　
噌
ケ
所
あ
た
り
の

貨
物
量
が
割
当
て
ら
れ
、
五
ケ
所
ご
と
に
、
資
本
に

応
じ
て
一
定
額
ま
で
入
札
に
よ
り
購
入
出
来
た
。
そ

の
利
益
金
は
市
法
増
額
と
い
わ
れ
、
資
本
額
に
応
じ

二
分
さ
れ
た
。
こ
れ
が
市
島
貨
物
商
法
で
あ
る
。
こ

れ
は
貿
易
額
に
制
限
な
い
の
が
欠
陥
で
あ
り
、
次
の

定
高
縦
へ
う
つ
る
。

筑
渡
山
甥
件
の
研
究

一
文
久
・
元
治
期
の
尊
霊
運
動
の

　
　
　
　
　
　
　
一
考
察
～橋

崎
伸
一

　
　
ま
え
が
き

第
一
章
、
筑
波
山
挙
兵
の
時
代
的
背
景

　
第
一
節
、
水
戸
藩
の
動
向

　
　
ニ
ク
、
中
央
政
局
の
動
向

　
　
三
〃
、
天
狗
党
の
筑
波
山
挙
兵

第
二
章
、
事
件
の
進
展

　
第
一
節
、
天
狗
党
内
部
の
思
想
的
対
立

　
　
二
〃
、
瀬
々
伊
賀
の
参
加
と
内
羅
の
拡
大

　
　
三
〃
、
武
田
正
生
の
西
上
と
長
州
藩
の
東
上

第
三
章
、
筑
波
山
事
件
の
歴
史
的
性
格

　
第
一
節
、
天
狗
党
の
思
想
的
性
格

　
　
一
一
〃
、
天
狗
覚
の
社
会
的
基
盤

　
　
三
〃
、
事
件
の
歴
史
的
意
義

滴
朝
中
期
に
お
け
る

　
辺
境
異
民
族
政
策
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
本
竜
雄

　
現
在
中
国
に
お
い
て
少
数
民
族
と
云
わ
れ
る
人
々

は
ど
の
く
ら
い
の
数
で
あ
ろ
う
か
。
野
原
四
郎
氏
に

よ
れ
ば
、

　
阿
族
、
二
五
五
万
人
、
ウ
イ
グ
ル
族
、
三
六
四
万

人
、
チ
ベ
ッ
ト
、
二
七
七
万
人
、
　
族
、
三
二
五
万

人
、
苗
族
、
二
五
一
万
人
、
締
乙
姫
、
一
二
四
万
人

種
族
、
六
六
一
万
人

　
こ
れ
ら
の
諸
民
族
は
、
い
ず
れ
も
新
彊
、
甘
粛
、

チ
ベ
ッ
ト
、
雲
南
、
貴
州
と
い
っ
た
中
国
の
辺
境
地

帯
に
居
住
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
少
数
民

族
も
漢
民
族
と
同
様
、
現
代
中
国
建
設
の
た
め
カ
を

尽
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら

少
数
民
族
に
対
し
て
の
歴
史
的
評
価
は
未
だ
十
分
に

な
さ
塵
て
い
な
い
状
態
で
あ
る
。
わ
ず
か
t
姻
民
族
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